
                       

射水市営住宅等の指定管理候補者選定結果について 
 
 
１ 指定管理者制度を導入する施設 

(1) 名 称  射水市営住宅等 

（市営住宅、特定公共賃貸住宅、改良住宅、都市再生住宅及び共同施設） 

(2) 所在地  射水市庄川本町 13 番 11 号外 13 箇所 

 
２ 指定管理者の募集概要 

(1) 指定管理者に実施させる業務概要 

① 射水市営住宅等の施設及び設備の維持管理に関する業務 

② 射水市営住宅等の入退去に関する手続き業務 

③ 射水市営住宅等の住宅使用料の徴収に関する業務 

④ その他射水市営住宅等の管理に関して必要と認める業務 

 

(2) 指定期間 

令和５年４月１日から令和８年３月３１日まで（３年間） 

 

３ 公募状況 

(1) 申請者数 １団体 

(2) 申請者 

  ・株式会社ホクタテ 

   

４ 審査結果 

  １０月１４日（金）に開催された市営住宅等指定管理候補者選定委員会において審査し 

た結果、下記のとおり指定管理候補予定者を選定しました。 

(1) 選定基準 

審査基準 審査の視点 配点ウエイト 

１ 市民の平等な利用

の確保 

（条例第 4条第 1号） 

・ 市民の平等な利用が確保される内容になっ

ているか。 

(平等利用が確保されない場合は選定しません) 

１０ 

２ 公の施設の効用の

最大限の発揮 

（条例第 4条第 2号） 

・ 施設の設置目的を認識し、運営方針が明確

に示されているか。 

・ 事業計画が施設の目的達成のためにふさわ

しい計画か。 

・ 事業計画が利用者等のサービス向上に資す

るか。 

・ 管理運営に要する経費は上限額を下回って

いるか。 

・ 必要な経費、収入が全て計上されているか。 

４５ 

３ 公の施設の管理を

適正かつ確実に行う

ための財産的基礎及

び人的構成 

（条例第 4条第 3号） 

 

・ 指定管理業務を安定的かつ確実に行うため

の経理的基礎を有しているか。 

・ 管理に必要な人員が確保されているか。 

・ 危機管理体制は適当か。 

・ 個人情報の保護について、その重要性を認

識し、対策を講じているか。 

・ 職員の指導育成、研修計画が整備されてい

るか。 

３５ 

４ 特別提案 

 

・ 自主事業の展開について 

・ その他創意工夫のある提案について 
１０ 

合 計  １００ 



                       

 (2) 結果概要 
審査項目 

 
 
 
申請者 

１ 
市民の平等

な利用の確

保 

２ 
公の施設の

効用の最大

限の発揮 

３ 
公の施設の

管理を適正

かつ確実に

行うための

財産的基礎

及び人的構

成 

４ 
特別提案 

 
合 計 

(500 点満点中） 

(株)ホクタテ ３９ １９０ １４６ ３３ ４０８ 

 
指定管理者候補者：(株)ホクタテ 
 
（委員採点）  
    応募者 
委員 

(株)ホクタテ 

Ａ ８５ 

Ｂ ７６ 

Ｃ ８７ 

Ｄ ７３ 

Ｅ ８７ 

合 計 ４０８ 

 
（総評） 
 ㈱ホクタテは、過去８年間の本市営住宅等指定管理者としての良好な業務実績と会社

経営状況が認められた。 
 
※ 審査員５人の採点の合計で、合計欄の最高は５００点となります。 


